
茅ヶ崎市保健所長事務委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和６年２月２９日

茅ヶ崎市長 佐 藤 光

茅ヶ崎市規則第６号

茅ヶ崎市保健所長事務委任規則の一部を改正する規則

茅ヶ崎市保健所長事務委任規則（平成２９年茅ヶ崎市規則第１３号）の一部を次のよう

に改正する。

第４６条第２２号及び第２３号中「第４４条の７第９項」を「第４４条の１１第９項」

に改め、同条第３６号中「第４４条の３の２第６項及び第５０条の３第６項」を「第４４

条の３の５第６項及び第５０条の６第６項」に改め、同条中第８０号を第８３号とし、第

７３号から第７９号までを３号ずつ繰り下げ、同条第７２号中「第５０条の４」を「第５

０条の７」に改め、同号を同条第７５号とし、同条第７１号中「第５０条の３第４項」を

「第５０条の６第４項」に改め、同号を同条第７４号とし、同条中第６０号から第７０号

までを３号ずつ繰り下げ、同条第５９号中「第４４条の３の３」を「第４４条の３の６」

に改め、同号を同条第６２号とし、同条第５８号中「第４４条の３の２第４項」を「第４

４条の３の５第４項」に改め、同号を同条第６１号とし、同条第５７号中「第４項及び第

５項」を「第７項及び第８項」に改め、同号を同条第６０号とし、同条第５６号中「第３

８条第９項」を「第３８条第１１項」に、「第一種感染症指定医療機関等」を「結核指定医

療機関」に改め、同号を同条第５９号とし、同条第５５号中「第３８条第８項」を「第３

８条第１０項」に改め、同号を同条第５８号とし、同条第５４号中「第３８条第７項」を

「第３８条第９項」に改め、同号を同条第５７号とし、同条第５３号中「第一種感染症指

定医療機関等」を「結核指定医療機関」に改め、同号を同条第５６号とし、同条第５２号

を同条第５５号とし、同条第５１号を同条第５４号とし、同条第５０号中「の規定による

入院患者の医療に要する」を「（法第４４条の３の２第２項、第４４条の３の３第２項、第

５０条の３第２項及び第５０条の４第２項において準用する場合を含む。）の規定による」

に改め、同号を同条第５３号とし、同号の前に次の３号を加える。

(50) 法第３６条の７の規定による病原体等の検査を行っている機関等の管理者に対す

る勧告、当該勧告に従わない場合の指示及び当該指示に従わなかった旨の公表に関す

ること。

(51) 法第３６条の８第１項の規定による病原体等の検査を行っている機関等の管理者

からの報告の徴収に関すること。

(52) 法第３６条の８第３項の規定による都道府県知事への報告及び公表に関するこ

と。



附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。


